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書　評　と　紹　介

本書は，戦後日本の女性政策に大きな影響を

与えたGHQの女性政策が，アメリカの女性政

策や女性運動との深いつながりのもとですすめ

られ，本国のそれを超える内容を含んで実施さ

れたことや，第二波フェミニズム運動に先行し

て「女性の視点」に立脚していたことの解明を

意図しているものである。具体的には，「占領

政策における『女性解放』の目的と方法をめぐ

って，GHQ上層部と具体的な政策の実施者で

ある中・下層の女性担当者，日本政府上層部と

女性指導者等との間で展開された，マクロレベ

ルとミクロレベルの政策のズレと両者の女性観

の違いから生ずる確執といった二重の絡み合い

の中で，女性政策が上層部の意図を超えてすす

められた歴史的事実を描き出し」その要因を

「ジェンダー視点」から解明しようとしたもの

である。

研究方法としては，80年代後半からアメリカ

で公開され始めた日本占領政策関係資料に加

え，当時の担当者の文書，日記，書簡類の解読，

さらには，日米の担当官等の関係存命者へのイ

ンタビューを行い，これらを通じて，これまで

明らかにされなかった政策過程，政策目的，そ

の基底にある女性観の解明を試みている。

特に，女性政策の中心的推進者エセル・ウィ

ードとアメリカの女性史家メアリ・ビーアド間

の往復書簡の分析によって，ウィードの女性政

策がビーアドの主張する「女性の視点」の影響

を受けて，立案，実施されていたことが明らか

にされている。また，女性政策の実施にあたっ

ては，日米女性の「女性政策推進ネットワーク」

が形成され，効果的な働きをしていたことが，

中央だけではなく地方軍政部段階まで含めて実

証されている。

このような方法によって，これまで，日本側

資料から推測で論じられてきたGHQの男女共

学化政策とその含意が，学校教育のみならず，

社会教育の領域も含めて「ジェンダー視点」か

ら分析されていることが，本書の大きな特徴と

してあげられる。

本書は２部構成になっていて，Ⅰ「女性解放

をめぐる占領政策の特質」では，占領機構のな

かで日本の女性解放を主導した女性将校エセ

ル・ウィード中尉，アイリーン・ドノヴァン大

尉をはじめ，20人の女性将校を派遣したアメリ

カ陸軍女性部隊（WAC）の第２次大戦におけ

る制度化とジェンダー/セクシュアリティの関

係を検討し，さらに，WACで訓練を受けたエ

リート女性将校たちが，日本女性の地位向上を

めざす政策をどのように展開したかを，女性選

挙権行使キャンペーンや労働省婦人少年局の設

立過程に焦点をあてて分析している。この過程

で，日米女性の「女性政策推進ネットワーク」

が形成されるのであるが，最初にウィードの女

性問題顧問になったのが，1935年にビーアドの
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指導の下で，英文で自叙伝を著していた産児調

節運動家の加藤シズエで（その本は占領政策の

テキストになっていた），その後の日本側協力

者も彼女の推薦やネットワークで広がっている

こと，教育関係では，第二次大戦前，アメリカ

で高等教育を受けた人たちが多く活躍している

ことなどが注目される。

メアリ・ビーアドの思想と行動についても，

ウィードの女性政策に影響を与えた人物と言う

だけではなく，第二波フェミニズムに先行する

「女性の視点」の強調者という視角から解明さ

れている。

Ⅱ「占領政策と男女共学」の前半では，戦時

中からアメリカ政府内で検討されてきた占領政

策文書，第一次アメリカ教育使節団報告書と女

性団員の文書，CIE教育課の女子教育担当官の

文書に基づいて，男女共学が，GHQの占領政

策の一環として位置づけられるに至った要因，

政府立案・実施の基礎となった女子教育観，

CIEの文部省に対する指導と文部省の対応を明

らかにすることで，当時の女子教育改革・男女

共学政策の成立過程の解明に新たな光をあてて

いる。特に，男女共学を容易に実施するための

父母と教師向けの男女共学パンフレット作成を

めぐって，教育水準の平準化は是認しても高等

学校段階の男女別学と特性教育は堅持したい文

部省上層部に対して，ドノヴァン等と文部省女

性職員とが協力して，ねばり強くその実現のた

めに活動していたことなどが明らかにされてい

る。また，アメリカ教育使節団に参加した女性

団員の文書等から，男女共学が提言される経過

が考察されたり，教育基本法立案をめぐるCIE

の対応についても，新たな資料からの考察が加

えられているが，結論的には，「CIE，文部省，

教育刷新委員会の三者の力のダイナミズムのも

とに成立した『男女共学条項』は，男女平等教

育の理念の徹底的な議論を回避したために，暗

黙裏に特性教育の容認を内包した妥協の産物で

あった」としており，これまでの日本側資料か

らの研究結果と符合し，その妥当性を裏付ける

ものとなっている。

Ⅱの後半では，女子高等教育政策と婦人団体

の民主化や女性教育改革，その実施部隊となっ

た地方軍政部女性問題担当官の活動が取り上げ

られている。CIEの女子高等教育政策は，戦時

中の教育審議会の答申で提案されていた事項を

引き継ぐと同時に，女子の職業教育の重視と女

性の伝統的な家庭役割を肯定するものであっ

た。つまり，政治に参加し民主主義社会の一員

としての役割を果たす広義の「良妻賢母」の理

念が大学教育において具現化されたとする。こ

れは，家庭を足場として社会活動や職業活動を

おこなう型，「マルチ・ロール・イデオロギー」

への移行をめざしたものとされる。さらに，改

革に積極的に取り組んだアメリカの女子教育者

たちは，1940年代に，アメリカ社会で脚光を浴

びたWACや女子高等教育の中心的な推進者で

あり，本国でのあらゆる分野への女性の参加と

男女平等への希求を，日本での女子高等教育制

度の改革に結びつけた結果，性差別禁止を人権

条項に包含した日本国憲法や教育の機会均等と

男女共学を規定した教育基本法など，アメリカ

合衆国憲法や州の法律よりはるかに進んだもの

ができあがったという点が指摘されている。

以上のように，本書は，教育分野を中心とし

た占領期のCIEの女性政策をトータルに把握す

ることができる実証的な研究書であり，当時の

歴史的事実を掘り起こした労作である。ただ，

そこで，明らかにされたCIEの女性観，女子教

育観は当時の日本の別学主義と特性教育を固持

したい文部官僚（根底には男尊女卑的差別的女

性観が存在していたと思われる）との対比では，
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「男女平等」にたつ先進的なものと考えられた

かも知れないが，現代の私たちの理解するジェ

ンダー平等の視点からすると（当時もなかった

わけではないが），性別役割を肯定し，教育段

階によって違いはあると思うが「特性教育」を

許容するもので，時代的制約を感じさせるもの

である。「女性は家庭科を学ばなければならな

いが，男子が学ぶ社会科学や科学や語学を犠牲

にする必要はない」（資料CIE「女性教育と男

女共学」p.163）とする教育観は，女子により

多くの負荷を求める議論で，戦後初期の男女共

学高校のカリキュラムはまさに，このようなも

のであった。すなわち，高等女学校時代の家事

関連科目は女子にのみ，推奨選択科目としてお

かれ，負荷がかけられていた。周知のように，

進学目的をもつ女子生徒の増加による家庭科関

連科目の受講者減少と，「男子にも家庭科教育

を」という取り組みなどが70年代には全国的な

運動へと発展する。

筆者は，これまでの研究から，男女共学は即，

男女平等教育でもなければ，必ずしも，女性の

自立を促進し，男女共に，労働，家事，社会活

動などを担う意味での男女平等の実現に直接つ

ながるものでもないことを主張してきた。その

逆の場合もあることを私たちは，多くのところ

で経験し，見聞している。当時の状況では，教

育内容の差別をもたらしてきた男女別学制から

共学制への移行を法的に明言した教育基本法第

５条は，特性教育を許容しうる妥協的な産物と

言えども，社会的にジェンダー平等の視点から

の教育的な取り組みができる法的，制度的根拠

を与えるものであったという意味で，日本社会

のジェンダー平等をすすめる画期的な規定であ

ったと考えられる。

著者は，第一波フェミニズムの掲げた機会均

等要求が，男並の平等要求であるということの

問題点を意識するあまり，「女性の視点」を逆

に過度に評価しているのではないかと思われる

箇所がある。たとえば，著者は，男女共学を勧

告した第一次アメリカ教育使節団報告書の意義

を「ジェンダー視点」から分析した結果，同文

書が①男女共学のもとでは能力差は生じないと

明言し，特性教育ではなく，個人差が重視され

た（上記CIE文書とは違うニュアンス）と言う

ほかに，②社会形成主体としての女性の教育の

強調と広義の良妻賢母教育への転換を推奨，③

教育者としての女性の役割の強調，④高等教育

では，女子大学と共学大学の並存によって女性

の教育レベルを向上させるという教育観などを

あげている。しかし，特に②，③，などは，日

本の当時の状況に配慮していると考えたとして

も，事実上，性別役割を肯定した論である。ジ

ェンダー視点からの分析であるというならば，

少なくとも男性はどのような位置づけをされて

いたのか，何も言及されていなかったのかも含

めてその意義を考察する必要があると思われ

る。現在のジェンダー平等の大きな課題の一つ

が，男ジェンダーの問題であり，教育場面でも

男の子の育ちそびれが指摘されるようになって

久しい。そういう意味からも，この当時の男女

平等の含意と現在のジェンダー平等の含意には

視点上，内容上の違いがあると思われる。

占領軍側の女性観，教育観はどうあれ，戦後

日本の小学校では，男女共に家庭科を学習し，

その時に覚えた簡単な裁縫技術が成人した後も

役立っているという男性たちも多い。教育基本

法から男女共学条項が消え，全国公立全日制高

等学校総数の約97％が男女共学制となっている

現在，引き続いて，男女共学制度下の男女平等

教育の普及と実践の深化が求められている。本

書はこれらの点をあらためて，考えさせるもの

となった。

最後に，本書の目次を掲げておく。
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